
【
資
格
異
動
の
届
出
】

　

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変

わ
っ
た
方
は
、
資
格
異
動
の
日
か

ら
14
日
以
内
に
市
役
所
へ
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

届
出
が
遅
れ
る
と
、
そ
の
間
に

か
か
っ
た
医
療
費
は
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。

■
国
保
資
格
が
で
き
る
と
き

○
国
保
の
資
格
を
有
す
る
方
が
西

　

条
市
に
転
入
し
た
と
き
（
転
入

　

時
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
）

○
退
職
な
ど
で
、
職
場
の
健
康
保

　

険
を
や
め
た
と
き
（
社
会
保
険

　

喪
失
証
明
が
必
要
で
す
）

○
健
康
保
険
の
扶
養
家
族
で
な
く

　

な
っ
た
と
き
（
社
会
保
険
喪
失

　

証
明
が
必
要
で
す
）

■
国
保
資
格
が
な
く
な
る
と
き

○
市
外
へ
転
出
し
た
と
き
（
西
条

　

市
で
使
用
し
て
い
た
保
険
証
を

　

西
条
市
役
所
へ
必
ず
返
却
し
、

　

転
入
先
で
新
し
い
保
険
証
の
交

　

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
）

○
就
職
な
ど
で
、
職
場
の
健
康
保

　

険
な
ど
へ
入
っ
た
と
き
（
加
入

　

し
て
い
る
社
会
保
険
証
原
本
が

　

必
要
で
す
）

○
死
亡
し
た
と
き 

○
学
校
に
通
う
た
め
、
市
外
に
住

　

所
を
移
し
て
い
る
学
生
が
卒
業

　

し
た
と
き

■
住
所
地
特
例
を
受
け
る
と
き
、

更
新
す
る
と
き

○
学
校
に
通
う
た
め
、
市
外
に
住

　

所
を
移
し
て
い
る
学
生
（
在
学

　

証
明
書
が
必
要
で
す
）

○
市
外
の
福
祉
施
設
に
入
所
し
て

　

い
る
方
（
在
所
ま
た
は
入
所
証

　

明
書
が
必
要
で
す
）

【
退
職
者
医
療
制
度
の
届
出
】

　

国
保
退
職
者
医
療
へ
の
届
出
を

し
て
い
た
だ
く
と
、
国
保
医
療
費

が
軽
減
さ
れ
、
皆
さ
ん
の
国
保
税

負
担
の
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※
保
険
証
に
○退
の
印
が
あ
る
方
は

届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
者

　

次
の
条
件
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方
と
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

○
65
歳
未
満
の
国
保
加
入
者

○
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
、

　

老
齢
厚
生
年
金
な
ど
の
厚
生
年

　

金
ま
た
は
退
職
共
済
年
金
な
ど

　

の
各
種
共
済
組
合
の
年
金
を
受

　

給
し
て
い
る
方
で
、
そ
れ
ら
の

　

加
入
期
間
の
合
計
が
20
年
以
上

　

ま
た
は
40
歳
以
後
に
10
年
以
上

　

あ
る
方
（
国
民
年
金
の
加
入
期

　

間
は
除
き
ま
す
）

■
届
出
に
必
要
な
も
の

　

年
金
証
書
、
印
鑑
、
国
民
健
康

保
険
証
（
被
扶
養
者
が
い
れ
ば
、

そ
の
方
の
保
険
証
も
必
要
で
す
）

【
問
合
せ
】

○
本
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

市
民
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－
１
２
１
１

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

国
保
制
度
が
、
現
在
全
国
的
に

危
機
的
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度
の
全
国
の
市
町
村
国

保
全
体
で
は
、
約
３
９
０
０
億
円

の
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
増
え
続
け
る
医
療
費

に
対
し
、
そ
れ
を
支
え
る
国
保
税

額
が
、
国
保
加
入
者
の
就
業
構
造

の
変
化
や
長
引
く
景
気
低
迷
な
ど

で
年
々
落
ち
込
ん
で
き
て
い
る
こ

と
が
原
因
で
す
。

　

西
条
市
に
お
い
て
も
、
一
時
約

5
億
円
あ
っ
た
国
保
基
金
（
国
保

を
安
定
的
に
運
営
す
る
た
め
の
積

立
金
）
も
底
を
つ
き
、
国
保
税
な

ど
の
歳
入
も
多
く
は
見
込
め
な
い

こ
と
か
ら
、
国
保
の
運
営
は
急
激

に
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
国

保
税
を
大
切
に
使
い
、
西
条
市
の

国
保
を
守
る
た
め
に
、
一
人
一

人
が
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
と
適

正
な
受
診
を
心
掛
け
る
事
に
よ
り
、

医
療
費
の
節
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
上
手
な
受
診
の
た
め
の
注
意
点

○
信
頼
で
き
る
か
か
り
つ
け
医
を

　

持
つ
と
、
病
歴
な
ど
を
把
握
し

　

た
う
え
で
診
療
し
て
も
ら
え
る

　

の
で
安
心
で
す
。

○
一
つ
の
病
気
で
多
く
の
病
院
に

　

か
か
る
と
、
初
診
料
が
そ
れ
ぞ

　

れ
に
か
か
り
、
重
複
す
る
検
査

　

や
投
薬
で
体
に
悪
影
響
を
与
え

　

て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

○
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
の
受
診

　

は
割
増
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

○
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

　

医
薬
品
）
を
利
用
す
る
と
薬
代

　

が
安
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
る

　

と
、
病
気
を
早
期
に
発
見
・
治

　

療
す
る
こ
と
が
で
き
、
健
康
管

　

理
に
も
役
立
ち
ま
す
。

※
国
保
で
は
、
重
複
受
診
・
多
数

　

受
診
の
抑
制
を
目
的
に
、
一
部

　

の
方
を
対
象
と
し
て
訪
問
指
導

　

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

国
保
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
４
７

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
資

格
異
動
、
退
職
者
医
療
制
度
の

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い

私
た
ち
の
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

■西条市の国保医療費および国保税額の推移

※医療費は、年々上昇が続いていますが、国保
　税額は減少しています。
※平成20年度は、制度改正により75歳以上の
　国保加入者等が後期高齢者医療制度に移行し
　たために国保税額が大きく減少しました。

70

75

80

85

90

20

25

30

35

40

医療費
（億円）

国保税額
（億円）

18
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

医療費 国保税額

78.1
81.3

82.4 82.1

85.931.9 31.9

23.7 23.4 22.7
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